
 

千葉県障害のある職員の活躍推進プラン実施状況（令和２年度） 

 

１ 目  的 

障害者の雇用の促進等に関する法律第７条の３第６項に基づき、令和２年度の取組の 

実施状況等を公表します。 
 

２ 策定主体 

知事部局、企業局、病院局、議会事務局、教育委員会、監査委員事務局、人事委員会事務局 
 

３ 目標に対する達成度 

（１）採用に関する目標 

注１ 特例認定機関（障害者の雇用の促進等に関する法律第４２条第１項）として、議会事務局 
の数値は知事部局の数値に含まれる。 

 

（２）定着に関する目標 

    

注１ （各年度）、当該年度採用者の１年経過時点の定着率 
注２ 「障害者を対象とした職員採用選考」採用者 
注３ 「教員採用選考」及び「県立学校職員採用選考」採用者 
 
 
 

機関名 目標 令和２年度実績 参考：令和元年度実績 

知事部局 
法定雇用率 
２．５％以上 

実雇用率 
２．８６％ 

実雇用率 
２．８９％ 

企業局 
法定雇用率 
２．５％以上 

実雇用率 
２．８３％ 

実雇用率 
２．９５％ 

病院局 
法定雇用率 
２．５％以上 

実雇用率 
２．９９％ 

実雇用率 
２．８４％ 

教育委員会 
法定雇用率 
２．４％以上 

実雇用率 
１．９７％ 

実雇用率 
１．４１％ 

議会事務局 
法定雇用率 
２．５％以上 

特例認定（知事部局） 
(注１) 

特例認定（知事部局） 
(注１) 

監査委員事務局 
障害者雇用の推進に関
する理解を促進する 

障害者雇用推進連絡調
整会議への出席 

障害関係の内容を盛り
込んだ研修の受講 

人事委員会事務局 
障害者雇用の推進に関
する理解を促進する 

障害者雇用推進連絡調
整会議への出席、障害に
関係する研修の受講 

障害に関係する研修の
受講 

機関名 目標(注１) 令和２年度実績 参考：令和元年度実績 

知事部局 
常 勤９５％ 
非常勤８０％ 

常 勤９７．６％ 
非常勤１００％ 

常 勤９５．１％ 
非常勤８３．３％ 

企業局 
常 勤９５％ 
非常勤８０％ 

常 勤９７．６％ 
非常勤 採用実績なし 

常 勤９５．１％ 
非常勤 採用実績なし 

病院局 
常 勤９５％ 
非常勤８０％ 

常 勤９７．６％ 
非常勤 採用実績なし 

常 勤９５．１％ 
非常勤 採用実績なし 

教育委員会 
⓵常勤９５％(注２) 
⓶常勤１００％(注３) 
非常勤９０％ 

⓵常勤９７．６％ 
⓶常勤１００％ 
非常勤８６．９％ 

⓵常勤９５．１％ 
⓶常勤１００％ 
非常勤７０．９％ 

議会事務局 なし － － 

監査委員事務局 なし － － 

人事委員会事務局 なし － － 



（３）ワーク・エンゲージメント（注１）に関する目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
     

注１：ワーク・エンゲージメント（仕事への積極的関与の状態） 
「しごとに誇りや、やりがいを感じている」（熱意）「仕事に熱心に取り組んでいる」（没頭）、
「仕事から活力を得ていきいきとしている」（活力）の３つが揃った状態として定義される 
ものであり、健康増進と生産性向上の両立に向けたキーワードとして、近年注目されている
概念。「ユトレヒト・ワークエンゲージメント尺度」を用いてワーク・エンゲージメントス
コア（６点満点）を算出する。 

 

４ 取組の実施状況 

１ 障害者の活躍を推進する体制整備 

①障害者雇用推進連絡調整会議の拡充と外部の関係機関との連携【全任命権者】 

    障害者雇用推進連絡調整会議を拡充（議長を新設、関係所属を追加、構成員の職位を

格上げ）の上、会議を開催して「千葉県障害のある職員の活躍推進プラン」の取組事項

等について情報共有を図りました。 

また、教育委員会では千葉労働局と情報交換会を実施しました。 

  ②推進体制への障害のある職員の参画【知事、企業、病院、教育】 

    障害のある職員が参画する「障害者雇用推進のための職場改善チーム」等を設置し、

職場環境改善に向けて検討しました。（知事部局３回、病院局１回、教育委員会２回開催） 

③障害者雇用推進者の適切な選任【全任命権者】 

    障害者雇用推進者として、各任命権者の人事担当課長を選任しました。 

④障害のある職員を対象としたアンケートの実施【知事、企業、病院、教育】 

    障害のある職員全員を対象に、仕事内容、障害への配慮等への満足度に関するアンケ

ートを実施し、結果を庁内ホームページに掲載するとともに、その結果を分析しました。 

⑤障害者職業生活相談員の適切な選任【知事、企業、病院、教育】 

    障害者職業生活相談員の選任が必要な所属において、適切に選任しました。（知事部

局７名、企業局２名、病院局２名、教育委員会１名） 

⑥職場支援員等の情報交換の場の設定【全任命権者】 

    教育委員会では、障害者が配置されている所属等を対象に情報交換会を４回実施し、

職場支援員等の支援力向上を図りました。 

⑦多様な相談先の確保と周知【知事、企業、病院、教育】 

    障害のある職員が相談できる窓口として、令和元年度からサポート相談窓口の設置、

職場支援員の指名等の取組を行っています。相談先等は職員向けホームページに掲載し

て周知しています。 

機関名 目標 令和２年度実績 参考：令和元年度実績 

知事部局 前年度を上回る ３．１７ － 

企業局 前年度を上回る ３．３０ － 

病院局 前年度を上回る ４．５６ － 

教育委員会 前年度を上回る ４．０９ － 

議会事務局 なし － － 

監査委員事務局 なし － － 

人事委員会事務局 なし － － 



 

２ 障害者の活躍の基本となる職務の選定・創出 

  ①職域調査の実施【全任命権者】 

    庁内の全所属を対象とした職域調査を実施し、更なる職務の選定・創出を行いました。 

②障害のある職員と業務の適切なマッチング【知事、企業、病院、教育】 

    職員意向調査や合理的配慮申出シートにより、希望業務や障害の特性、配慮事項等を

把握し、本人に合った業務の割振りや適切な人事異動を行いました。 

   

３ 障害者の活躍を推進するための環境整備・人事管理 

（１）職務環境 

  ①障害特性に配慮した施設の整備、情報保障等【知事、企業、病院、教育】 

    障害特性に配慮した施設の整備や就労支援機器を導入するとともに、各所属におい

て、必要に応じて作業マニュアル等を作成しました。 

②合理的配慮の速やかな提供【知事、企業、病院、教育】 

    障害特性に応じた配慮を速やかに提供するため、合理的配慮申出シートを作成し、年

度初めに全職員に周知するとともに、職員意向調査で希望・配慮事項等を把握しました。

採用前においても、人事担当者が面談により必要な配慮を把握し、その内容を服務管理

者と共有しました。 

また、必要に応じて服務管理者が定期的に面談を行い、必要な配慮の把握等を行い、

継続的に合理的配慮を提供しました。 

③合理的配慮の提供に係る市町村教育委員会との連携【教育】 

    障害のある職員の就業場所が市町村教育委員会の機関である学校となった場合、適切に

配慮できるよう、本人の同意を得た上で、市町村教育委員会に申し送りを行いました。 

④障害の理解促進に向けた研修の実施【全任命権者】 

    新規採用職員や新たに管理職になった職員を対象に研修を実施するとともに、障害

への配慮に関するパンフレットを庁内ホームページに掲載して周知しています。 

 

（２）募集・採用 

  ①インターンシップ（職場実習）の実施の検討【知事、企業、病院、教育】 

    障害のある学生等を対象としたインターンシップについて、引き続き検討していき

ます。 

また、教育委員会では、特別支援学校の生徒を対象にパートナーズオフィス・クリー

ンメイトセンターにおける職場実習を実施しました。 

②多様な任用形態の確保の推進【知事、企業、病院、教育】 

    知事部局では、障害のある方を対象とした短時間勤務の会計年度任用職員制度を設

立し、令和３年４月に４名を採用しました。 

また、教育委員会では、令和２年度に各県立学校で採用している学校技能員・調理員

で短時間の会計年度任用職員を３７名採用しました。 

③障害特性に配慮した選考方法や職務の選定【知事、企業、病院、教育】 

    令和２年度の障害のある方を対象とした選考考査の結果、令和３年４月に採用した

１６名のうち、精神障害のある方１１名、重度障害のある方３名を採用しました。職務

の選定にあたっては、庁内の全所属を対象とした職域調査を６月に実施しました。 



④障害のある職員の積極的な採用【知事、企業、病院、教育】 

    令和２年度の障害のある方を対象とした選考考査の結果、令和３年４月に１６名を

採用しました。教育委員会においても、令和３年４月に教員採用選考で４名、県立学校

職員選考で６名を採用するとともに、令和２年度に学校技能員等１７１名を採用するな

ど、採用計画に基づき、積極的な採用に取り組みました。 

また、県の業務への理解を深めてもらうため、障害者高等技術専門校において業務説

明会を実施しました。 

⑤パートナーズオフィスの新設【教育】 

    集約型のオフィスとして、令和２年４月に本庁及び県総合教育センターにパートナ

ーズオフィスを設置し、スタッフとして障害のある方１０名を採用しました。 

⑥クリーンメイトセンターの新設【教育】 

    県立学校等を活動の拠点として、職場の清掃業務や環境整備を行うクリーンメイト

センターを令和２年６月に設立し、スタッフとして障害のある方９名を採用しました。 

⑦障害特性に配慮した受験上の配慮【知事、企業、病院、教育】 

    職員採用試験の受験案内に、障害のある方が受験する際には手話通訳者の配置や車

椅子の使用が可能である旨や、点字・拡大文字でも受験できる職種を明記しました。 

また、より多くの方にそれらの情報が届くよう、特別支援学校や障害福祉に関する団

体などにも受験案内を送付しました。 

障害のある方を対象とした選考考査の実施に当たっては、あらかじめ受験上の要望

事項を確認し、障害特性に応じた配慮を行いました。 

   

（３）働き方 

  ①テレワークの推進【知事、企業、病院、教育】 

    仕事と生活の調和を図る働き方であるテレワーク（在宅勤務）を推進するため、自宅

からでも庁内ネットワークに接続できる環境の構築や、コミュニケーションツールの導

入等を行いました。 

②各種休暇制度の利用促進【知事、企業、病院、教育】 

    通院や体への負担を考慮し、年次休暇・夏季休暇等の計画的かつ有効な利用を促進す

るため、通知の発出や取得計画書の周知を行いました。 

 

（４）キャリア形成 

  ①非常勤から常勤への転換の枠組みの検討【知事、企業、病院、教育】 

    非常勤職員から常勤職員への転換の枠組み（ステップアップ等）について、引き続き

検討していきます。 

②円滑な民間就労に向けた支援の強化【知事、企業、病院、教育】 

    チャレンジドオフィスちばでは、スタッフ一人ひとりに対して、特性に応じた指導を

行うことにより、就労課題の解決に取り組み、令和２年度は５名の民間企業等への就職

が決まりました。 

③各種研修受講の支援【知事、企業、病院、教育】 

    障害のある職員が研修を受講する際、「テキストの文字拡大や読み原稿提供」、「研修

会場や座席の配慮」などを実施しました。 

 

 



（５）その他の人事管理 

  ①定期的な面談等の実施【知事、企業、病院、教育】 

    障害のある職員に対し、服務管理者、上司、サポート相談窓口職員が面談や声掛けを

実施し、職員の状況把握、体調への配慮を行いました。 

職場相談窓口への相談件数：知事部局１４９件、企業局９件、病院局１２件、 

教育委員会１，１９７件 

②障害特性に配慮した通勤等への配慮【知事、企業、病院、教育】 

    人事異動に当たり、障害特性に配慮した通勤しやすい所属への配置を行うとともに、

時差出勤制度等の利用を促進しました。 

③中途障害者（注１）の職場復帰に当たっての取組【知事、企業、病院、教育】 

    中途障害者の円滑な職場復帰のため、職務の選定や職場環境の整備など必要に応じ

たフォローを行いました。 
    注１：在職中に疾病・事故等により障害者となった者 

 

４ その他 

①公共調達【全任命権者】 

    障害者優先調達推進法に基づき、障害者就労支援施設等への発注を推進するととも

に、障害者法定雇用率達成企業に対する加点措置を引き続き実施しました。 


